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平成１８年９月１２日 

厚生労働省介護制度改革本部 
 

貴都道府県内市町村及び関係諸団体に
速 や か に 送 信 い た だ き ま す よ う
よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。

各都道府県介護保険担当課（室）
各 介 護 保 険 関 係 団 体  御 中 

← 厚生労働省 介護制度改革本部

今回の内容 
 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営

に関する基準等の一部改正について 

計６枚（本送信票除く）



平成１８年９月１２日

各都道府県介護保険主管課（室）御中

厚生労働省老健局計 画 課

振 興 課

老人保健課

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の

一部改正について

平成18年4月の介護保険制度の見直し後の各自治体の状況等を踏まえ、通所介護

等の機能訓練指導員の人員基準の改正、指定介護予防支援の委託件数の上限に係る

経過措置の延長及び離島等の地域における特例措置の創設等を行うこととしたこと

に伴い、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改

（ ） 、正する省令 平成18年厚生労働省令第156号 等が平成18年9月8日付けで公布され

同日より施行されたので、別添のとおり、送付いたします。

〈照会先〉

（ ）厚生労働省老健局振興課法令係 TEL 03-5253-1111 内線3937

（ ）計画課企画法令係 TEL 03-5353-1111 内線3971

（ ）老人保健課企画法令係 TEL 03-5253-1111 内線3949



指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等

の一部改正について（概要）

１ 指定介護予防支援の委託に関する見直し

（1）離島その他の地域（特別地域加算の対象地域と同じ ）に住所を。

有する利用者に係る指定介護予防支援の委託に関しては、委託に係

る上限件数を適用しないこととすること。

（ （ ）指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 平成11年厚生省令第38号

第13条第25号及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働

省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準」という ）第12条第5号の一部改正）。

（2）指定介護予防支援の委託に係る上限件数の規定について、平成1

9年3月31日まで適用しないこととすること。

（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する

省令（平成18年厚生労働省令第33号）附則第8条及び指定介護予防支援等基準附則第

2項の一部改正）

（3）居宅介護支援費の算定件数に、離島その他の地域に住所を有す

る利用者に係る指定介護予防支援の受託件数を含まないこととす

ること。

（指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第20

号の一部改正、厚生労働大臣が定める指定介護予防支援の委託に係る離島その他の

地域の基準（平成18年厚生労働省告示第484号 ））

２ 通所介護等における機能訓練指導員の改正

従来からの取扱いの趣旨を明確化するため、通所介護、介護予防

通所介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介

、 。護における機能訓練指導員の人員基準について 一以上とすること

（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令

第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という ）第93条第1項第4号及び第106条。

第1項第4号 指定地域密着型サービスの事業の人員 設備及び運営に関する基準 平、 、 （

成18年厚生労働省令第34号）第42条第1項第3号、指定介護予防サービス等の事業の

人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サ

ービス等基準」という ）第97条第1項第4号及び第112条第1項第4号及び指定地域密。



着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防

サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生

労働省令第36号）第5条第1項第3号の改正）

３ 短期入所生活介護に係る特別養護老人ホームの空床利用について

の特例

地域密着型特別養護老人ホームが創設されたことに伴い、短期入

所生活介護に係る特別養護老人ホームにおける空床利用について、

特別養護老人ホームの廊下幅の基準を満たしている場合には、指定

短期入所生活介護の廊下幅の基準を満たしているものとみなすこと

とすること。

（指定居宅サービス等基準第124条第5項及び第140条の４第5項並びに指定介護予防サ

ービス等基準第132条第5項及び第153条第5項の改正）

４ その他

その他所要の措置を講ずること。
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